
大井町三世代同居等移住定住促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内への移住定住及び三世代同居の促進を図ることを目的とし、  

住宅取得及び三世代同居住宅の改修並びに空家の片付けに係る費用の一部を補助するこ

とについて、大井町補助金等交付規則（平成 15 年規則第 5号）に定めるもののほか、必

要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

（１）住宅取得 住宅の新築、建替え及び売買による取得をいう。 

（２）住宅改修 修繕、増築、模様替え又は住宅の機能向上のために行う補修、改造若 

しくは設備改善のために行う工事をいう。 

（３）三世代同居 町内に親、子及び孫が同居することをいう。 

（４）空家 大井町空家バンク制度実施要綱の規定により、空家バンクに登録された町

内に所在する一戸建ての住宅（併用住宅を含む。）で、現に居住その他の使用がなさ

れていないもの（近くその状態になる予定のものを含む。）及びその敷地をいう。 

（５）所有者等 空家に係る所有権その他の権利により当該空家の売買、賃貸等を行う

ことができる者及び納税義務者をいう。 

（６）片付け 空家内の残置物の搬出、収集、運搬又は廃棄（大井町一般廃棄物処理業 

の許可を有する事業者に限る。）をいう。 

（７）住宅取得補助金 住宅取得を行うものに対して、その費用の一部を補助するこ 

とをいう。 

（８）三世代同居住宅取得補助金 三世代同居のために住宅取得を行うものに対して 

その費用の一部を補助することをいう。 

（９）三世代同居住宅改修補助金 三世代同居のために住宅改修を行うものに対して 

その費用の一部を補助することをいう。 

（10）空家片付け補助金 空家の片付けを行ったものに対して、その費用の一部を補助

することをいう。 

（11）子 親の一親等の卑属又はその配偶者をいう。 

（12）孫 親の二親等の卑属で、補助金の交付申請日（以下「申請日」という。）に中 

学生以下の者をいう。ただし、子が出産予定である場合は、申請日に子が母子健 

康手帳を取得していること。 

（住宅取得補助金交付の対象者及び対象住宅） 

第３条 住宅取得補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）補助対象世帯全員が、取得した住宅の所在地を住民基本台帳法（昭和 42 年法律 81

号）に基づく住所地としていること。 

（２）補助対象世帯全員が、町税等を滞納していないこと。 



（３）取得した住宅に 10 年以上居住すること。 

（４）当該地域の自治会へ加入していること。または、加入すること。 

（５）世帯員全員が、同一の住宅について、この補助金の交付を受けていないこと。 

また、移住・定住に係る本町の他の補助を受けていないこと。 

（６）世帯全員が、大井町暴力団排除条例第２条第１項第４号に規定する暴力団員等 

及び同条同項第５号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。 

２ 住宅取得補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）新築または売買により取得した住宅であること。 

（２）申請者本人又は世帯員の名義で、町内に所有する住宅であること。 

（３）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他の法令に基づき適正に建築された 

住宅であること。 

（三世代同居住宅取得補助金交付の対象者及び対象住宅） 

第４条 三世代同居住宅取得補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たすものと 

する。 

（１）三世代同居をするために、親世帯と子世帯のどちらか一方が町内に転入する   

こと。又は、親世帯と子世帯の両方が町内に居住していて、三世代同居するために、

町内に新たに取得した住宅に転居すること。又は、すでに三世代同居していて、現在

居住している住宅を建て替えること。 

（２）補助対象世帯全員が、取得した住宅の所在地を住民基本台帳法（昭和 42 年法律 81

号）に基づく住所地としていること。 

（３）三世代同居すること。 

（４）補助対象世帯全員が、町税等を滞納していないこと。 

（５）取得した住宅に 10 年以上居住すること。 

（６）当該地域の自治会へ加入していること。または、加入すること。 

（７）世帯員全員が、同一の住宅について、この補助金の交付を受けていないこと。 

また、移住・定住に係る本町の他の補助を受けていないこと。 

（８）世帯全員が、大井町暴力団排除条例第２条第１項第４号に規定する暴力団員等 

及び同条同項第５号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。 

２ 三世代同居住宅取得補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすもの

とする。 

（１）新築または売買により取得した住宅であること。 

（２）親、子又は孫のいずれかの名義で、町内に所有する住宅であること。 

（３）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他の法令に基づき適正に建築された 

住宅であること。 

（三世代同居住宅改修補助金交付の対象者及び対象住宅） 

第５条 三世代同居住宅改修補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たすものとす

る。 

（１）三世代同居をするために、親世帯と子世帯の両方又は一方が町内に転入すること。 

又は、親世帯と子世帯の両方が町内に居住していて、三世代同居するために、町内



の住宅を改修し、その住宅に転居すること。又は、すでに三世代同居していて、現

在居住している住宅の改修工事を行うこと。 

（２）補助対象世帯全員が、改修した住宅の所在地を住民基本台帳法（昭和 42 年法律 81

号）に基づく住所地としていること。 

（３）三世代同居すること。 

（４）補助対象世帯全員が、町税等を滞納していないこと。 

（５）改修した住宅に 10 年以上居住すること。 

（６）当該地域の自治会へ加入していること。または、加入すること。 

（７）世帯員全員が、同一の住宅について、この補助金の交付を受けていないこと。 

かつ、移住・定住に係る本町の他の補助を受けていないこと。 

（８）世帯全員が、大井町暴力団排除条例第２条第１項第４号に規定する暴力団員等 

及び同条同項第５号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。 

２ 三世代同居住宅改修補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすもの

とする。 

（１）改修工事をした住宅であること。 

（２）改修工事に要する費用の合計額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 20 万

円以上であること。 

（３）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他の法令に基づき適正に建築された 

住宅であること。 

（三世代同居住宅改修補助対象経費） 

第６条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる改修工事とする。なお、すでに三世代同

居していて、現在居住している住宅の改修は、第１号のみの適用とする。 

（１）自ら居住するための部分の増築、改築等 

 （２）屋根、雨樋、柱、外壁の修繕、塗装等の外装工事 

 （３）床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 

 （４）雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 

 （５）電気、ガス等の設備工事 

 （６）トイレ、ふろ、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 

 （７）その他町長が必要と認めるもの 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる改修工事は、補助の対象としない。 

 （１）敷地造成、門、塀その他の外構工事 

 （２）家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等 

 （３）住宅改修に係る本町の他の補助等を受けた工事 

 （４）その他町長が適当でないと認めるもの 

（空家片付け補助金交付の対象者及び対象住宅） 

第７条 空家片付け補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）空家バンクに登録された空家の所有者等であること。 

（２）補助対象者が、町税等を滞納していないこと。 

（３）補助対象者が、同一の住宅について、この補助金の交付を受けていないこと。 



（４）補助対象者が、大井町暴力団排除条例第２条第１項第４号に規定する暴力団員等 

及び同項第５号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係にないこと。 

２ 空家片付け補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）空家バンクに登録され、片付けを行った空家であること。 

（２）空家片付け補助金の交付を受けた日から２年以内に、所有者が居住又は使用をし

ない空家であること。 

（３）空家片付け補助金の交付を受けた日から２年以内に所有者が３親等以内の親族に

その空家を譲渡、売買又は賃貸をしない空家であること。 

（住宅取得補助金の交付額） 

第８条 補助金の交付額は、10 万円とする。 

２ 過去・現在に１年以上大井町に居住していた場合又は三世代で大井町に転入する場合

は 10 万円を加算する。 

（三世代同居住宅取得補助金の交付額） 

第９条 補助金の交付額は、30 万円とする。 

（三世代同居住宅改修補助金の交付額） 

第 10 条 補助金の交付額は、20 万円とする。 

（空家片付け補助金の交付額） 

第 11 条 補助金の交付額は、片付けに係る大井町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者

への委託に要する経費に２分の１を乗じて得た額（1,000 円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とし、10 万円を限度とする。 

（交付申請） 

第 12 条 住宅取得補助金の交付を受けようとする者は、原則として、第３条第２項の建物

登記完了日の翌日から起算して６か月以内に、次に掲げる書類を添えて、大井町三世代

同居等移住定住促進補助金交付申請書（第１号様式）を町長に提出しなければならない。 

（１）建物登記の全部事項証明書 

（２）売買契約書又は工事請負契約書の写し 

（３）三世代で転入する場合は、親、子、孫の関係がわかる戸籍全部事項証明書等の 

写し 

（４）子を出産予定の場合は、母子健康手帳の写し 

（５）世帯全員の前年度の市町村民税納税証明書 

（６）補助金交付後、10 年以上町内に居住する旨の誓約書 

（７）その他町長が必要と認める書類 

２ 三世代同居住宅取得補助金の交付を受けようとする者は、原則として、第４条第２項

の建物登記完了日の翌日から起算して６か月以内に、次に掲げる書類を添えて、大井町

三世代同居等移住定住促進補助金交付申請書（第１号様式）を町長に提出しなければな

らない。 

（１）建物登記の全部事項証明書 

（２）売買契約書又は工事請負契約書の写し 

（３）親、子、孫の関係がわかる戸籍全部事項証明書等の写し 



（４）子を出産予定の場合は、母子健康手帳の写し 

（５）世帯全員の前年度の市町村民税納税証明書 

（６）補助金交付後、10 年以上町内に居住する旨の誓約書 

（７）その他町長が必要と認める書類 

３ 三世代同居住宅改修補助金の交付を受けようとする者は、原則として、第５条第２項

の改修工事完了日の翌日から起算して６か月以内に、次に掲げる書類を添えて、大井町

三世代同居等移住定住促進補助金交付申請書（第１号様式）を町長に提出しなければな

らない。 

（１）改修により床面積が変動した場合は、建物登記の全部事項証明書 

（２）領収書の写し 

（３）工事の内容が確認できる書類の写し(工事請負契約書や工事を行った部分の施工 

前及び施工後の状態が確認できる写真、平面図、立面図など) 

（４）親、子、孫の関係がわかる戸籍全部事項証明書等の写し 

（５）子を出産予定の場合は、母子健康手帳の写し 

（６）世帯全員の前年度の市町村民税納税証明書 

（７）補助金交付後、10 年以上町内に居住する旨の誓約書 

（８）その他町長が必要と認める書類 

４ 空家片付け補助金の交付を受けようとする者は、原則として、第７条第２項の片付け

完了日の翌日から起算して６か月以内に、次に掲げる書類を添えて、大井町三世代同居

等移住定住促進補助金交付申請書（第１号様式）を町長に提出しなければならない。 

（１）片付けに要する費用の領収書の写し 

（２）片付けを行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真 

（３）補助対象者の前年度の市町村民税納税証明書 

（交付決定通知） 

第 13 条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査

し、大井町三世代同居等移住定住促進補助金交付（不交付）決定通知書（第２号様式）

により、当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第 14 条 補助金の交付決定を受けた者は、大井町三世代同居等移住定住促進補助金交付請

求書（第３号様式）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の交付請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 15 条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付

決定を取り消すことができる。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この

限りでない。 

（１）転勤、療養、通学等やむを得ないものと町長が認める場合を除き、交付決定後   

10 年以内に取得又は改修した住宅に居住又は三世代同居をしなくなったとき。 

（２）虚偽の申請その他不正の手段により交付を受けたとき。 



（３）第 14 条第１項の請求を行わないとき。 

（４）この要綱及び関係法令に違反したとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金等の交付の決定の内容及び 

これに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。 

２ 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、大井町三世代同居等移住定住促進補

助金交付決定取消通知書（第４号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 16 条 第 13 条第２項の規定により補助金の交付を受けたものは、前条第１項の規定に

より交付決定を取り消された場合、町長が定める期日までに当該補助金を返還しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 29 年８月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年 ４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年 10 月１日から施行する。 

 この要綱は、令和４年 ４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和６年 ７月 12 日から施行する。 

 この要綱は、令和７年 ４月１日から施行する。 


